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令和６年度～令和８年度教育支援センター運営事業業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、磐田市（以下「甲」という。）が実施する「令和６年度～令和８年度教育

支援センター運営事業業務委託」（以下「本事業」という。）に関し、必要な事項を定め

るとともに、受託者（以下「乙」という。）が履行しなければならない事項を定めたもの

である。 

 

１ 業務名 

  令和６年度～令和８年度教育支援センター運営事業業務委託 

 

２ 事業の目的 

  本市においても不登校児童生徒数は増加傾向にあり、その対策は喫緊の課題となって

いる。これまでも、不登校児童生徒の相談体制の充実と社会的自立に向けた支援を目的

に、心の教室相談員の学校配置や教育支援センターを中心に対応してきたところである

が、多様化する不登校児童生徒に応じた「多様な学びの場」の選択肢を用意し、市全体

における不登校児童生徒及びその保護者の支援体制強化を図る必要がある。そこで、不

登校児童生徒の居場所として新たな教育支援センターを設置し、専門的な知見やノウハ

ウをもっている民間のカを得て運営する。 

 

３ 業務委託期間 

  業務委託期間は令和６年８月１日から令和９年３月 31日までの２年８か月間を予定し

ているが、契約の履行状況が良好でない場合、この限りではない。ただし、支援対象者

の受入は令和６年９月１日を目途に開始する。 

   

４ 業務場所 

旧竜洋第３ひまわり荘（磐田市堀之内７－１） 

 

５ 事業実施体制 

  センター長（事業責任者）、指導員 

  ＊業務内容を総合的に判断し、３人以上が常駐すること。 

  ＊上記の職員には、教員免許の有資格者、不登校支援経験者、教育支援経験者等を含

むこと。 

 

６ 支援対象者と想定人数 

  磐田市内の公立小中学校に在籍または磐田市内に居住する不登校児童生徒で入級でき

る者 

  常時 10名程度（一日延べ 20名程度） 

 

７ 開級日・時間 

  月曜日から金曜日の５日間 

  学校休業期間中の取扱については、別途、甲と協議すること。 

  午前９時から午後３時までを支援対象者の受入れの目安とする。 

 

８ 業務の内容 

(1) 不登校児童生徒の受け入れ業務 

ア 入級を希望する不登校児童生徒の保護者（以下、「保護者」とする。）は、在籍

校へ相談する。在籍校は、乙と体験日等を協議し、保護者へ伝達する。 

イ 利用希望者及びその保護者は、教育支援センターで面談及び体験を行い、その後、

在籍校を通じ入級申込書（仕様書様式第１号）を甲に提出する。甲は、それぞれの

写しを乙と在籍校に送付する。 

ウ 乙は、利用希望者及びその保護者との面談を行い、面談記録表（様式自由）を記
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載し、甲に提出する。 

エ 甲は入所決定後、すみやかに入級承諾書（仕様書様式第２号）を保護者に通知し、

その写しを乙と在籍校に送付する。 

 (2) 不登校児童生徒の支援業務 

  ア 乙は、甲が指定する履行場所において、支援対象者が目標や活動内容を自ら判断

し、自ら決定することで、自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立した生活を送

れるようにするために、たとえば以下のような活動を提案・実施する。 

・ 個別活動（漫画や読書、音楽鑑賞、映画鑑賞 等） 

・ 対話活動（おしゃべり、トークワーク 等） 

・ 学習活動（自習、ドリル学習 等） 

・ 創作活動（イラスト、カメラ・写真、手芸・工芸、料理（お菓子作り）、プロ

グラミング 等） 

・ スポーツ（キャッチボール、バドミントン、周囲の散策、e-SPORTS 等） 

・ 自然体験（園芸、農作業、ビオトープの管理、飼育、周囲の散策 等） 

・ SST（カードゲーム、ボードゲーム、支援員主導の SST 等） 

  イ 乙は、支援対象者が人とかかわり、つながるための体験的な活動や行事等（以下、

「体験活動」とする。）を企画し、支援に取り入れる。ただし、履行場所の外部で実

施する場合や、外部からの講師・ボランティア等を招く場合は、あらかじめ甲と協議

するものとする。 

・ 体験活動例：創作活動、スポーツ、SST 等 

  ウ 乙は、定期的に支援対象者主体の企画ミーティングを開催し、支援対象者が自主

的・自発的に活動の企画・準備・進行をすることをとおして、そのプロセスの中で起

きるコミュニケーションによって社会性を育み、達成感を得る機会を提供する。（以

下、「企画活動」という。） 

・ 企画活動例：トークワーク、校外活動、行事 等 

  エ 教育相談 

    ・ 支援対象者が抱える不安や悩みについて、適宜適切に面談を実施し、緊急対応

が必要な場合は直ちに在籍校及び甲に報告する。 

・ 乙は、欠席が続く支援対象者に対し、電話、メール等により状況を確認すると

共に、必要に応じて在籍校及び甲に報告する。 

  オ 居場所の提供 

    ・ 支援対象者の特性や背景に合わせた、心穏やかに過ごせる居場所を提供する。 

 (3) 在籍校、甲及び他の教育支援センターとの連携業務及び事務 

  ア 在籍校及び甲と緊密に情報共有し、適切な対応につなげる。 

  イ 支援を行った日数については、校長判断により要録上の出席扱いとなることから、

毎月、児童生徒活動報告書（仕様書様式第５号）及び支援対象者名簿及び出席状況

一覧表（仕様書様式第８号）を在籍校及び甲へ提出し、支援対象者の状況を共有す

る。 

  ウ 定期的に甲、乙及び他の磐田市教育支援センターは打合せを行い、支援対象者の状

況や不登校支援に対するノウハウや知見を共有し、支援方法等を協議したり、連携

強化を促進したりする。 

  エ 支援対象者の在籍校職員から、当該支援対象者に関する問い合わせがあった場合は、

適切に対応を行うとともに、判断に迷う場合は甲と連携し、対応を協議する。 

  オ 乙は、11にある書類を作成し、指定した期日までに甲に提出する。 

  カ 乙は、自ら実施する本業務の質の評価を行い、年度末に年間実施状況報告書（仕様

書様式第９号）とともに甲に書面で提出する。 

 (4) 保護者との連携業務及び支援 

  ア 乙は、支援対象者の保護者と入級開始前、年度末の年２回程度面談を実施する。ま

た、必要に応じ、その他の時期に追加で面談を行うことができる。 

  イ 入級開始前の面談では、本業務の目的、支援方法、支援の目標設定等について十分
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な説明及び協議を行う。 

  ウ 年度末の面談では、年間の入級状況や目標達成状況、及び今後の支援方法等につい

て説明及び協議を行う。 

  エ 乙は、希望する保護者に対しても相談・面談を実施する。 

  オ 乙は、必要に応じて、希望するすべての保護者を対象とした保護者会を開催する。 

  カ 乙は、支援対象者の各家庭に対して、保護者だよりを定期的に発行し、情報提供を

行う。 

  キ 乙は、支援対象者の在籍校への報告のため、必要に応じて学校訪問を行う。 

 (5) 研修業務 

    乙は、より質の高い支援の実施を目的とし、教育支援員等の研修の機会を確保する。 

 

９ 委託料 

  委託料には次のものが含まれる。 

  (1) 人件費 

  (2) 交通費 

  (3) 通信費 

  (4) その他、事業を実施するにあたり必要となる経費 

   ＊ただし、光熱水費等の施設管理に係る費用については、原則、甲が負担する。令和

６年度は 2,198 千円を予定しているが、令和７年度及び８年度については、甲乙協

議のうえ、決定する。 

  

10 委託料の支払い 

   甲は、契約金額の 32 分の１を１か月の定額委託料として、乙からの請求に基づき、

乙の業務履行状況を確認のうえ、毎月支払うものとする。端数が生じた場合は最終回支

払い時に調整する。 

  

11 提出書類 

  乙は、次の各号の期日までにそれぞれ以下の書類を甲に提出する。なお、仕様書様式第

５号及び仕様書様式第８号については在籍校にも提出する。また、乙は、本業務の実施

に係わる書類を業務終了後５年間は保管するものとし、甲が必要と認めた場合は甲に提

出するものとする。 

 (1) 業務開始前 

  ア 令和６年度～令和８年度教育支援センター運営事業業務委託実施計画書（仕様書様

式第５号） 

  イ 個人情報取扱及び守秘義務に関する誓約書（仕様書様式第７号） 

  ウ 保険加入証明書類の写し 

 (2) 毎月 10日まで 

  ア （前月分の）月例報告（仕様書様式第３号） 

  イ （前月分の）活動日誌（仕様書様式第４号） 

  ウ 支援対象者名簿及び出席状況一覧表（仕様書様式第８号） 

  エ 児童生徒活動報告書（仕様書様式第５号） 

  オ （前月分の）請求書（様式自由） 

カ 上記ア月間実施状況報告書のうち、変更や追加等のあるもの 

 (3) 毎年度末 

  ア 年間実施状況報告書（仕様書様式第９号） 

 

12 実施上の原則 

 (1) 資料の提供等 

   支援対象者に関する記録等については、甲の求めに応じて速やかに閲覧及び提供が可

能なように常に整備する。 

 (2) 秘密の保持 
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   乙及びその業務従事者は、この契約の履行に当たっては、秘密の保持に関する全ての

法令等を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務を行

う上で知り得たことについて、契約期間中及び契約解除後において、いかなる理由に

おいても他人に漏らしてはならない。また、事業開始にあたり、全ての業務従事者は

誓約書（仕様書様式第７号）を甲に提出する。 

 (3) 引き継ぎについて 

   受託者の変更があった場合は、必要に応じて支援対象者及び業務内容についての引き

継ぎを行うものとする。また、委託契約終了後、支援対象者に関する全ての資料を速

やかに甲または甲が指定した事業者に引き継ぐものとする。 

 (4) 再委託の禁止 

   乙は、本業務の第三者への再委託を禁止する。ただし、業務の一部について、あらか

じめ甲が認めた場合については、この限りではない。 

 (5) 特記事項 

  ア 事業実施に当たっては、事前に甲と十分協議すること。 

  イ 企画提案内容を遵守して事業を実施すること。 

  ウ 乙は、甲に対し、教育支援員等の名簿を業務委託後速やかに提出すること。委託業

務期間中に、教育支援員等の変更があった場合には、直ちに変更の報告を行うこと。 

  エ 本業務中における教育支援員等の事故については、甲は一切責任を負わないものと

する。 

  オ 従事職員の従事姿勢等に関し、甲が事業の目的の達成に著しい不都合が生じると判

断した場合、誠意をもって速やかに対応すること。 

 

13 その他 

  この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は双方が協議して決定

する。 

 


